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3質問・回答(2/9)
質問内容 回答
１ 予測値の算定方法の適正性向上
（１）予測対象年度における見込みの適切な反映について
（２）過去の実績値からの推計について

② 二種指定事業者とMVNOとの公正競争確保の観点から、各二種指
定事業者において、全ての区分について、予測対象年度における見込みが
確実に反映されるよう何かしらの措置を講じることについて、お考えをお教え
願いたい。

• 予測の方法や考え方は各社ごとに異なるため、一律に決めるべきではな
いと考えます。

• 本年1月に改定された『ＭＶＮＯに係る電気通信事業法及び電波法の
適用関係に関するガイドライン』において、「第二種指定設備管理運営
費、正味固定資産価額及び需要について、それぞれ、合理的な将来の
予測を行うこととされており、具体的な予測値の算定方法は、基本的に
は二種指定事業者の判断に委ねられている」と規定がされています。

• 予測と実態の乖離の状況等の検証もできていない状況であり、見直しに
ついて議論するのは、時期尚早と考えます。

• また、規則やガイドライン等の見直しを行う場合は、複数年度の予測と乖
離の要因分析を行った上で検討すべきと考えます。

③ 予測値の算定における恣意性排除、客観性確保のため、予測値の算
定に大きな影響を与え得る基礎的な情報（※）については、接続料算定
根拠としてご提出いただくことについて、お考えをお教え願いたい。（経営情
報に属するため提出が困難とする場合、どういった部分が経営情報にあたる
のか、お教え願いたい。また、データを一部加工する、項目を絞る等すれば、
提出できる余地はあるのか、お教え願いたい。）
併せて、予測値の算定における恣意性排除、客観性確保のため、他に検
討するべき取組があれば、お教え願いたい。
※ 見込み値（例：設備管理運営費及び正味固定資産価額については
設備投資見込額、需要については回線容量拡充見込み。）及び見込み
値を用いてどう予測値を算定したのか、具体的な算定方法。

• 精算接続料により最終精算がされるため、二種指定事業者が恣意的に
予測値を高く設定あるいは低く設定するインセンティブがありません。

• また、予測年度3年分の設備管理運営費・正味固定資産価格・需要
について提出させて頂いていますので、仮にその予測値に疑念があるの
であれば、都度確認の上、可能な範囲で説明をさせて頂きますが、事
業見通しは経営情報にあたるため、算定根拠としての提出は控えさせて
頂きたいと考えます。

• なお、予測値と実績に大きな乖離が生じた場合などは、予測方法の妥当
性、ヒアリング項目の過不足などを分析の上、当社においても必要に応じ
て見直しをしていきたいと思います。











8質問・回答(7/9)
質問内容 回答
３ 原価の適正性向上（精緻化）
＜全体＞

③ 費用控除の方法をある程度各社統一するため、抽出の考え方をより具
体的にGL等に記載する等、統一ルールを具体化することについて、お考えを
お教え願いたい。

• 現時点でも、ガイドライン等で、営業費用別の配賦基準や控除する費用
の例示がされている認識です。

• また、各社画一的なルールを適用するという意図であれば、各社の事情
を適切に反映できない可能性があるため、統一ルールまでは、不要と考え
ます。

④ ステップ２、３についても抽出方法及びその配賦基準等について、接続
料算定根拠として提出を要することとすることについて、お考えをお教え願い
たい。

• 接続料の算定はガイドラインに準拠し算出しています。
• 具体的には、ステップ２，３ともに、直課できるものは直課し、明確に分
計することが困難なものは、接続会計規則別表第３に掲げる基準による
ほか、適正な基準により配賦しているため、接続料算定根拠としての提
出までは不要と考えます。






